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1. はじめに 
1-1 本マニュアルについて 

 

国税庁より、2023年 10月 1日から消費税の仕入税額控除の方式として 

インボイス制度が開始されると発表されました。 

※制度の概要につきましては、国税庁のWEBサイトをご覧ください。 

 

「楽楽明細」でインボイス制度の対応を行うためには、貴社にて設定を実施いただ

くケースがございます。本マニュアルでは、インボイス制度に関わる「楽楽明細」で

の各種設定方法についてご案内をいたします。  

 

参考：国税庁によるインボイス制度特集サイト 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ke

igenzeiritsu/invoice.htm 

 

参考：国税庁によるインボイス制度の概要紹介 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ke

igenzeiritsu/invoice_about.htm 

 

  

本マニュアルに関しましては、国税庁にて公開されている、電子帳簿保存法の

保存要件を参考にし、楽楽明細での対応方法について、弊社調査の上作成し

た資料となります。電子帳簿保存法へのご対応につきましては、必ず貴社法務

部門や税理士の方、所轄の税務署等へ詳細のご確認をお願いしております。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
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1-2 インボイス制度対応に向けての準備 

【適格請求書】、【適格簡易請求書】、【適格返還請求書】の帳票を発行する場合、 

インボイス制度への対応に向けて以下２つの準備が必要になります。 

 

１．自社「登録番号」の取得 

適格請求書発行業者への申請が必要です。 

申請方法については以下の国税庁のWEBサイトをご覧ください。 

 

【参考】インボイス制度 申請手続きについて 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ke

igenzeiritsu/invoice_shinei.htm 

 

2．インボイス制度の要件を満たす帳票レイアウトの用意 

現行の区分記載請求書等保存方式に加えて、以下の項目を帳票上に表示させる

必要があります。 

 

・適格請求書発行業者（自社）の登録番号 

・税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜または税込価額の合計金額 

および適用税率 

・適用税率毎の消費税額 

 

また、【仕入明細書等】の帳票を発行される場合に限り、インボイス制度への対応

に向けて課税仕入れ相手の「登録番号」を入手しておく必要があります。  

（本マニュアルでは、「支払通知書」、「支払明細書」などを総称して「仕入明細書

等」と表記します。） 

入手した課税仕入れ相手の「登録番号」は【仕入明細書など】の帳票に表示させる

必要があります。 

 

発行先の登録番号の収集に向けて、「楽楽明細」では以下対応が行えるよう

2023年 1月より 「インボイス事業者登録番号管理オプション」を提供しており

ます。 

 

 

オプション追加・費用の確認をご希望の際は、弊社サポートセンターまでご連絡く

ださい。また、オプション詳細は以下サポートサイトもご確認くださいませ。 

 

インボイス事業者登録番号管理オプション｜「楽楽明細」サポートサイト 

https://support.rakurakumeisai.jp/option/contents001/010 

 

  

オプション名：インボイス事業者登録番号管理オプション      

・発行先（帳票受領側企業）から登録番号を収集する機能 

・発行先から収集した登録番号が、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事

業者公表サイトに登録済みか照合する機能 

「楽楽明細」を利用していれば自動的にインボイス制度に対応できる、といった

ものではございません。貴社にて、それぞれ帳票種別ごとの要件を満たす帳

票データをご用意いただく必要があります。 

「楽楽明細」での設定方法や対応例については次ページ以降に記載いたしま

す。 

 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
https://support.rakurakumeisai.jp/option/contents001/010
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2. 帳票種別ごとのインボイス対応 
2-1 【適格請求書（適格簡易請求書）】の場合 

 

適格請求書（適格簡易請求書）において、インボイス制度の要件を満たすために

は、現行の区分記載請求書等保存方式 6項目に加えて、新たにインボイス制度の

要件である３項目を帳票上に表示いただく必要があります。 

 

■【適格（簡易）請求書】の記載事項 

【現行の区分記載請求書等保存方式】 

  ①発行者の氏名又は名称 

  ②取引年月日 

  ③取引内容 

  ④受領者の氏名又は名称 

  ⑤軽減税率適用の表記 

  ⑥適用税率の区分表記 

 

【インボイス制度（適格請求書等保存方式）】      

  ⑦適格請求書発行事業者の登録番号 

  ⑧税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜または税込価額の合計金額 

および適用税率 

  ⑨適用税率毎の消費税額 

 

上記、3項目の表示がインボイス制度に対応するため必要になります。 

詳しくは、以下URL国税庁からの案内をご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ke

igenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=56 

 

 

参考：インボイス制度に対応した適格請求書のレイアウト例 

  

 

また、帳票上への項目追加に加えて消費税の端数処理の計算方法が変更になり

ます。 

具体的には、税率区分ごとの消費税額端数処理が、1帳票につき 1回までとなり

ます。明細行ごとに端数処理を行っている場合は、端数処理方法の見直しが必要

になりますのでご注意ください。本制度の詳細につきましては、以下参考URL

の 9ページ『「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理』をご覧ください。 

 

参考：【国税庁】適格請求書等保存方式の概要 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ke

igenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=9  

 

詳細は貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署、国税局などへご確認くださ

い。 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=56
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=56
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=9
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=9
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2-2 【適格返還請求書】の場合 

 

適格返還請求書において、インボイス制度の要件を満たすためには、以下５項目

を帳票上に表示いただく必要があります。 

 

■【適格返還請求書】の記載事項 

 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 売上げに係る対価の返還などを行う年月日及び、その売上げに係る対価の

返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 売上げに係る対価の返還などの基となる課税資産の譲渡などに係る資産又

は役務の内容 

④ 売上げに係る対価の返還などの税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分し

て合計した金額 

⑤ 売上げに係る対価の返還などの金額に係る消費税額など又は適用税率 

 

 

上記、５項目の表示がインボイス制度に対応するため必要になります。 

詳しくは、以下URL国税庁からの案内をご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ke

igenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=66 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：インボイス制度に対応した適格返還請求書のレイアウト例 

 

 

また、帳票上への項目追加に加えて消費税の端数処理の計算方法が変更になり

ます。具体的には、税率区分ごとの消費税額端数処理が、1帳票につき 1回まで

となります。明細行ごとに端数処理を行っている場合は、端数処理方法の見直し

が必要になりますのでご注意ください。本制度の詳細につきましては、以下参考

URLの 9ページ『「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理』をご覧くださ

い。 

 

参考：【国税庁】適格請求書等保存方式の概要 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ke

igenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=9 

 

詳細は貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署、国税局などへご確認くださ

い。 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=66
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=66
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=9
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=9
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2-3 【仕入明細書など】の場合 

 

仕入明細書などにおいて、インボイス制度の要件を満たすためには、現行の区分

記載請求書など保存方式 6項目に加えて、新たにインボイス制度の要件である３

項目を帳票上に表示いただく必要があります。 

※本マニュアルでは 9項目をまとめて「インボイス制度項目」と記載いたします。 

 

■【仕入明細書など】の記載事項 

 

【現行の区分記載請求書など保存方式】 

① 発行者の氏名又は名称 

② 取引年月日 

③ 取引内容 

④ 受領者の氏名又は名称 

⑤ 軽減税率適用の表記 

⑥ 適用税率の区分表記 

      

【インボイス制度（適格請求書等保存方式）】 

⑦ 課税仕入れの相手方の登録番号 

⑧ 税率ごとに区分した課税資産の譲渡などの税抜または税込価額の合計

金額、および適用税率 

⑨ 適用税率毎の消費税額 

 

上記、３項目の表示がインボイス制度に対応するため必要になります。 

詳しくは、以下URL国税庁からの案内をご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ke

igenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=133 

 

 

参考：インボイス制度に対応した支払明細書のレイアウト例 

 

 

  

発行先の登録番号の収集に向けて、「楽楽明細」では以下対応が行えるよう

「インボイス事業者登録番号管理オプション」を提供しております。 

・発行先（帳票受領側企業）から登録番号を収集する機能 

・発行先から収集した登録番号が、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事

業者公表サイトに登録済みか照合する機能 

 

オプション追加・費用の確認をご希望の際は、弊社サポートセンターまでご連

絡ください。また、オプション詳細は以下サポートサイトもご確認くださいま

せ。 

インボイス事業者登録番号管理オプション｜楽楽明細サポートサイト 

https://support.rakurakumeisai.jp/option/contents001/010 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=133
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=133
https://support.rakurakumeisai.jp/option/contents001/010
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また、帳票上への項目追加に加えて消費税の端数処理の計算方法が変更になり

ます。 

具体的には、税率区分ごとの消費税額端数処理が、1帳票につき 1回までとなり

ます。明細行ごとに端数処理を行っている場合は、端数処理方法の見直しが必要

になりますのでご注意ください。 

本制度の詳細につきましては、以下参考URLの 9ページ『「税率ごとに区分した

消費税額等」の端数処理』をご覧ください。 

 

参考：【国税庁】適格請求書等保存方式の概要 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ke

igenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=10 

 

詳細は貴社法務部門や税理士の方、所轄の税務署、国税局などへご確認くださ

い。 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=10
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=10
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3. 「楽楽明細」運用ごとのインボイス対応 
3-1 【帳票作成機能】を利用している場合 

 

「楽楽明細」にアップロードする帳票 CSVにインボイス制度項目を全てご用意い

ただける場合、対象項目をそのまま帳票上に表示させることでインボイス制度の

要件を満たすことが可能です。 

※本マニュアルでは【適格請求書】を例に「楽楽明細」での設定方法をご案内しま

す。 

 他の帳票種別の以下設定を参考に設定をお願いします。 

 

以下はサンプル帳票 CSVと「楽楽明細」で作成される帳票 PDF イメージとなり

ます。 

カスタマイズ設定マニュアルをご参考にインボイス制度に対応した帳票設定をお

願いいたします。 

参考：【楽楽明細】カスタマイズ設定マニュアル 

https://support.rakurakumeisai.jp/files_publish/page/137/cust

omize.pdf 

 

■サンプル帳票 CSV 

 

※「登録番号」は帳票レイアウト上に直接表示設定することも可能です。 

 

 

 

 

 

■「楽楽明細」で作成される帳票 PDF イメージ 

  
  

https://support.rakurakumeisai.jp/files_publish/page/137/customize.pdf
https://support.rakurakumeisai.jp/files_publish/page/137/customize.pdf
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「楽楽明細」にアップロードする帳票 CSVにインボイス制度項目を全てご用意い

ただくことが難しい場合でも、最低限必要な項目をご用意いただき、帳票作成機

能の計算設定を活用することで、インボイス制度の要件を満たすことが可能で

す。 

 

■サンプル帳票 CSV 

 

※インボイス制度の要件を満たすためには最低上記 7つの項目をご用意くださ

い。「登録番号」は帳票レイアウト上に直接表示可能です。 

 

■「楽楽明細」で作成できる帳票レイアウトの一例 

 

  

上記のとおり、帳票作成機能の計算設定をご活用いただくことでインボイス制度

に必要な項目を「楽楽明細」で算出することが可能です。具体的な設定例につき

ましては、次ページ以降に記載いたします。 

■インボイス制度に対応するための計算設定例 

帳票作成機能の計算設定を活用いただくことで、適用税率毎の消費税などインボ

イス制度に必要な項目を「楽楽明細」にて算出することも可能です。 

以下に計算設定例を掲載いたしますので、貴社にて帳票設定いただく際のご参

考になりますと幸いです。 

 

 
 

前ページに記載している最低限必要な項目しか帳票CSVにご用意できない場

合でも、以下のように計算設定を活用いただくことでインボイス制度に必要な項

目を「楽楽明細」にて算出可能です。 

 

 

各計算設定の詳細については次ページ以降で説明いたします。 

 

  

計算設定機能の概要についてはサポートサイトをご覧ください。 
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・8%対象税抜金額の計算設定例 

                             

●設定ポイント 

［項目タイプ］「明細集計項目」を選択します。 

［計算条件］ 条件指定により、8%対象の税抜金額合計を算出可能です。  

 

 

・10%対象税抜金額の計算設定例 

 

●設定ポイント 

［項目タイプ］「明細集計項目」を選択します。 

［計算条件］ 条件指定により、10％対象の税抜金額合計を算出可能です。 

  



   

 

 

12 

 

 

Confidential  よりよく、寄り添う 請求書発行クラウド 

©️ RAKUS Co., Ltd. All Rights Reserved. 

・8%対象消費税額の計算設定例 

 

●設定ポイント 

［項目タイプ］「かけ算項目」を選択します。 

必要に応じて、小数点以下の処理を行います。未設定の場合、小数点以下の数値

は切り捨てとなります。 

［計算式］8%対象の［税抜金額合計と固定値「0.08」を選択します。 

 

 

 

・10%対象消費税額の計算設定例 

 

●設定ポイント 

［項目タイプ］「かけ算項目」を選択します。 

必要に応じて、小数点以下の処理を行います。未設定の場合、小数点以下の数値

は切り捨てとなります。 

［計算式］ 10%対象の税抜金額合計と固定値「0.1」を選択します。 
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・税込合計金額の計算設定例 

 

●設定ポイント 

［項目タイプ］「合計項目」を選択します。 

［計算式］ 8%対象の税抜金額合計、10%対象の税抜金額合計、 

8%対象の消費税金額合計、10%対象の消費税金額合計の 4項目を設定しま

す。 

・軽減税率マークの表示設定例 

 

●設定ポイント 

帳票レイアウト編集画面にて、［条件付き表示］機能をご活用いただくことで軽減

税率マークの表示可能です。［条件付き表示］機能の概要はサポートサイト「見出し

項目の条件付き表示設定」をご覧ください。 
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■税抜金額・消費税額を算出するための計算設定例 

「楽楽明細」では税込金額の値から税抜金額・消費税額を算出する事が可能です。 

・サンプル帳票 CSV 

 

①8％消費税の設定例 

 

●設定ポイント 

［項目タイプ］「かけ算・わり算項目」を選択します。 

［計算式］8％税込金額、固定値「0.08」、固定値「1.08」を設定します。 

※10％の場合には固定値「0.1」「1.1」を設定します。 

②税抜金額の計算設定例 

 

●設定ポイント 

［項目タイプ］「かけ算・わり算項目」を選択します。 

［計算式］8％税込金額、固定値「1.08」を設定します。 

 

  

・計算項目の設定で設定した計算式は、上から順番に計算されます。 

・計算式の中で「÷0（値なし）」は登録する事ができません。 

帳票 CSVを取込した際に「÷0（値なし）」の計算が発生した場合には、 

帳票 CSV取込時にエラーとなります。 
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3-2 【ファイル一括アップロード設定】を利用している場合 

 

ファイル一括アップロード運用は、作成済みの帳票データを楽楽明細へ取り込み

お客様に配信する方法となります。 

そのため、ご用意いただく帳票データがインボイス制度の要件を満たしていれば、

「楽楽明細」でのインボイス制度対応も完了となります。 

 

帳票データがインボイス制度の要件を満たしていない場合は、帳票データ作成元

での帳票レイアウト改修が必要になります。 

 

帳票レイアウト改修を行う際は必ず、新レイアウトの帳票データを活用し、「楽楽明

細」への帳票データ取り込み検証の実施をお願いいたします。 

 

インボイス制度対応に伴い、登録番号や適用税率の追加等を実施することで「楽

楽明細」へ正しく帳票データが取り込まれなくなる可能性がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3 【PDF分割・押印オプション】を利用している場合 

インボイス制度対応に向けた帳票レイアウトの変更を行うことで、「楽楽明細」で正

しく分割および押印が行えなくなる可能性がございます。 

 

帳票レイアウト変更後は必ず、新レイアウトの帳票データを活用し、「楽楽明細」で

の帳票データ分割および押印の検証実施をお願いいたします。 

 

 

 

3-4 【ラクスカスタマイズ帳票設定】を利用している場合 

 

ラクスにてカスタマイズ対応している帳票設定をご利用している場合は、 

弊社での修正対応が必要になるケースがございます。 

 

  

インボイス制度対応に向けて、ファイル一括アップロード設定の仕様変更が必

要な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。 

※弊社でのカスタマイズ修正が必要になる場合、有償対応となります。 

インボイス制度対応に向けて、PDF分割・押印オプションの仕様変更が必要な

場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。 

※弊社でのカスタマイズ修正が必要になる場合、有償対応となります。 

インボイス制度対応に向けて、帳票設定の変更が必要な場合は、サポートセン

ターまでお問い合わせください。 

※弊社でのカスタマイズ修正が必要になる場合、有償対応となります。 
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4. よくあるご質問 
4-1発行側企業様からいただくよくあるご質問 

 

 

A. 所轄税務署へ、適格請求書発行事業者になるための登録申請が必要です。 

2023年 10月 1日より適格請求書（インボイス）の発行を開始する場合は、 

2023年 3月 31日までの申請が必要になります。 

申請方法は e-Taxを使った電子申請、書面（紙）による郵送申請の 2種類が存

在します。 

※申請方法詳細については下記の国税ホームページをご覧ください。 

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/k

eigenzeiritsu/invoice_shinei.htm） 

 

 

A. 2023年（令和 5）年 10月以降は、適格請求書発行事業者は原則、適格請求

書の発行が必要です。 

※相手方（買手側）が免税事業者、簡易課税事業者の場合は、従来の区分請求書

の発行でも問題ございません。 

ただし、これらは全てを適格請求書でカバーすることが可能なため、適格請求書

の発行に統一することを推奨いたします。（適格請求書の記載事項は区分請求書

の記載事項も含んでいるためとなります。） 

 

 

 

 

 

A. 帳票 CSVデータに「適用税率」「消費税額もしくは税抜金額」が必要となりま

す。「課税仕入れの相手方の登録番号」につきましては、顧客 CSVデータ、帳票

CSVデータのどちらかでご準備いただく必要がございます。 

 

4-2 受領側企業様からいただくよくあるご質問 

 

 

A. 確認可能です。まずは受領した請求書に下記の記載があるかご確認くださ

い。 

①登録者番号（T＋13桁の数字または法人番号） 

②税率区分ごとに消費税額の小計 

 

国税の「適格請求書事業者公表サイト（https://www.invoice-

kohyo.nta.go.jp/）」から、取引先様の登録番号を検索し、登録されているかご

確認ください。 

Q. 適格請求書を発行するために、申請は必要ですか？ 

Q. 「適格請求書発行事業者」は全て適格請求書形式で発行する必要がありま

すか？ 

Q. CSVに用意しなければいけない項目は何になるのでしょうか？ 

Q. 受け取った請求書が適格請求書となっているか確認できますか？ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

